
ハラスメントに対する相談の流れ 

平成 28年 1月 28日 

ハラスメント防止委員会 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申立人 

相談受付：事務局総務課・ハラスメント防止委員会メンバー 

申立人面談・相手方と面談・必要に応じて関係者と面談 

ハラスメント防止委員会開催 

ハラスメント調査委員会設置 

調整・助言・教育・指導・救済 

調整・救済が不調に終わった場合 


